
日本動物園水族館協会倫理要綱 

 

（目 的） 

 １．この要綱は、動物園および水族館施設（以下施設という）において、動物を収集し、飼育・研究し、展示

する場合の基本的な事項を定め、もって自然保護、動物福祉および適正利用に資することを目的とする。 

（責 務） 

 ２．社団法人日本動物園水族館協会（以下協会という）に所属する会員は、本要綱を誠実に履行し、遵守する

義務と責任を負う。 

（収 集） 

 ３．動物の収集にあたっては、次の各号に適合するものでなければならない。 

 ３-１．収集および収集の過程において、国内外の関連法令に抵触、違反しないこと。 

 ３-２．収集する動物は、できるだけ飼育下で繁殖したものとし、それ以外からの入手は適法であることはもち

ろん、種の保全について充分な配慮のもとで行われること。 

 ３-３．収集する動物は、当該施設における展示計画および繁殖計画の中で、あらかじめ明らかな役割が与えら

れていること。 

 ３-４．性別、年令、血縁等が、収集の目的および条件に合っていること。 

（飼育・研究） 

 ４．動物の飼育・研究にあたっては、種の保存、動物福祉に配慮し、次の各号に適合するよう努めるものとす

る。 

 ４-１．動物の習性、生理に適合する飼育施設、設備、器具等が具備されていること。 

 ４-２．飼育展示及び研究をするために必要な情報を保有していること。 

 ４-３．飼育管理は、その種について必要な知識、技術を習得したものによって行われること。 

 ４-４．適切な飼育管理、健康管理をするための諸条件を確保すること。 

 ４-５．飼育管理は、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」（環境省告示第33号）に定める飼育基準に照ら

して行うこと。 

 ４-６．飼育動物は、交換、分譲、繁殖用貸与等の手段を通じて活用を図り、種の保存にあたること。 

 ４-７．国内、国際血統登録を積極的に推進し、遺伝子の多様性確保に寄与すること。 

（展 示） 

 ５．展示は、教育的な配慮に基づく展示計画によって行い、有効適切な利用に努めるものとする。 

 ５-１．展示は最新のデータに基づき、その種の本来もっている習性や形態が正しく理解できるものであり、か

つ、生態系の中で果たす役割が理解されるように配慮されていること。 

 ５-２．展示計画を具体化し、推進するため、教育普及活動を行うこと。 

 ５-３．教育機関、研究機関との連携を図り、教育、研究の発展に寄与するものであること。 

（関連法令の遵守等） 

 ６．動物の収集・飼育・研究・展示にあたっては、国内外の関係法令を正しく認識し、その遵守につとめるこ

と。 

 ６-１．収集にあたっては、特に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」（昭和５５年

８月２３日、条約第２５号）およびその国内関連法規について、最近の情報を把握し、遵守すること。 

 ６-２．飼育・展示にあたっては、特に「動物の愛護および管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成１

７年６月２２日、法律第６８号）および「展示動物の飼養及び保管に関する基準」（平成１６年４月３０

日、告示第３３号）を正しく認識し、その遵守につとめること。 

 ６-３．関連法規以外の国際自然保護団体のアッピール、動物関係団体の動向および指針等の、情報収集につと



めること。 

（倫理委員会） 

 ７．本要綱の目的を達成するため、倫理委員会を設置するものとし、その内容については規則をもって別に定

める。 

（改 廃） 

 ８．本要綱の改廃は、理事会において決し、総会の承認を得なければならない。 

（付 則） 

  本要綱は、昭和６３年２月２９日より施行する。 

       平成１８年５月２５日改定 

 

 

倫 理 委 員 会 規 則 

 

 この規則は、日本動物園水族館協会倫理要綱（以下「倫理要綱」という）第７条に基づき定めるものである。 

（所掌事務） 

 １．会員に対する倫理要綱の啓発普及 

 ２．倫理要綱の遵守にあたっての指導助言 

 ３．倫理要綱に明らかに抵触する会員に対する改善勧告 

 ４．改善勧告に応じない会員に対する除名の提案 

（構 成） 

 ５．委員会は、委員長１名、副委員長２名以内、委員若干名をもって構成する。 

 ６．委員長は協会会長、副委員長は副会長、委員は各ブロック代表理事、運営委員会総務部担当理事および専

務理事とする。 

 ７．委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代行する。 

（運 営） 

 ８．委員会は年１回定例会を開催するものとし、委員長が招集し、会議を主宰する。 

 ９．委員長が必要と認めた場合もしくは複数の委員から開催の要請があった場合は、臨時にこれを開催するこ

とができる。 

 10．委員長が必要と認めた場合は、会員もしくは会員外の学識経験者から意見を聴くことができる。 

 11．委員長は、改善勧告の必要が生じたときは、会員の中より複数の調査員を指名し、調査させ ることがで

きる。 

 12．本規則に定めなき事項については、委員長が理事会に諮りこれを決する。 

（付 則） 

  本規則は昭和６３年２月２９日より施行する。 

      平成 ５年５月２５日改定 

 



 

 

日本動物園水族館協会倫理要綱遵守に関する決議 

 

 

 我々、社団法人日本動物園水族館協会に加盟する動物園・水族館並びにその職員関係者一同は、凄まじい地球

環境の破壊の進行により、多くの野生動物が絶滅の途を辿っていることを憂い、また一方において、豊か過ぎる

ほどの生活の中にあって、自然の尊さを忘れ、ともすれば小さな生命への尊重を失いがちな世相を憂い、自らを

律し、姿勢を正し、我々の進み行くべき道を明確に示すために、このほど日本動物園水族館協会倫理要綱を制定

した。 

 我々はこの倫理要綱の精神を正しく身に着け、その定めるところを誠意をもって遵守し、絶滅に瀕した野生動

物の種の保存と、生命尊重の教育にあらゆる努力を傾注し、二十一世紀にむけて、社会の期待に応え得る、楽し

く、かつ意義ある動物園・水族館を築いてゆくことを決意し、これを内外に宣言するものである。 

 以上 決議する。 

                               昭和６３年５月２５日 

 

                               社団法人 日本動物園水族館協会 

                                    昭和６３年度通常総会 

 


